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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１部分と人体とを接触して外部機器と通信を行う第１通信手段と、
　前記第１部分と前記外部機器とを接触して、前記第１通信手段とは異なる通信を行う第
２通信手段と、
　前記第１部分への前記接触が前記人体か前記外部機器かを判別する判別手段とを備える
　ことを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子機器であって、
　前記判別手段の結果に応じて、前記外部機器との通信を制御する通信制御手段とを備え
る
　ことを特徴とする電子機器。
【請求項３】
　請求項２に記載の電子機器であって、
　前記通信制御手段は、前記判別手段が前記人体であると判別した場合、前記第１通信手
段を用いて前記外部機器と通信を行い、前記判別手段が前記外部機器であると判別した場
合、前記第２通信手段を用いて前記外部機器と通信を行う
　ことを特徴とする電子機器。
【請求項４】
　請求項１から請求項３の何れか一項に記載の電子機器であって、
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　前記第１部分に設けられた、前記第１部分への接触を検出するための検出手段を備え、
　前記判別手段は、前記検出手段に基づいて、前記第１部分への前記接触が前記人体か前
記外部機器かを判別する
　ことを特徴とする電子機器。
【請求項５】
　請求項４に記載の電子機器であって、
　前記検出手段は、電極であり、
　前記判別手段は、前記電極に流れる電流値に基づいて、前記第１部分への前記接触が前
記人体か前記外部機器かを判別する
　ことを特徴とする電子機器。
【請求項６】
　請求項３に記載の電子機器であって、
　前記外部機器との親密度を設定する親密度設定手段を備え、
　前記親密度設定手段は、前記判別手段により前記人体による接触であると判別し、前記
第１通信手段によって通信が行われた場合、前記第２通信手段で通信を行った場合よりも
前記外部機器との親密度を高く設定する
　ことを特徴とする電子機器。
【請求項７】
　請求項６に記載の電子機器であって、
　画像を表示する表示手段と、
　前記親密度設定手段によって設定された前記外部機器との親密度に応じて、前記表示手
段に表示する画像にフィルタ処理を行う処理手段とを備える
　ことを特徴とする電子機器。
【請求項８】
　請求項１から請求項７の何れか一項に記載の電子機器であって、
　前記第１通信手段もしくは、前記第２通信手段を用いて前記外部機器との所定の協働処
理が実行され得る状態に設定する設定手段とを備える
　ことを特徴とする電子機器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ペアで動作するカメラが提案されている（特許文献１参照）。このカメラでは、ストロ
ボ光の発光を利用してペアリングの設定が行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－３３４９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術では、ペアリング設定に際して、相手の機器情報をディスプレイに表示させて
、ユーザーが表示内容を確認した上でキー操作しなければならないため、使い勝手がよく
ないという問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明による電子機器は、第１部分と人体とを接触して外部機器と通信を行う第１通信
手段と、第１部分と外部機器とを接触して、第１通信手段とは異なる通信を行う第２通信
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手段と、第１部分への接触が人体か外部機器かを判別する判別手段とを備えることを特徴
とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、特定の相手と簡単にペアにさせることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施の形態による電子カメラのブロック図である。
【図２】電子カメラの背面図である。
【図３】操作メニュー画面を例示する図である。
【図４】ペアリング成立条件設定画面を例示する図である。
【図５】ペアリング人物設定画面を例示する図である。
【図６】ペアリングを成立させる処理の流れを説明するフローチャートである。
【図７】上側判定テーブルを例示する図である。
【図８】ペアリングオフタイマー設定画面を例示する図である。
【図９】登録撮影処理時の表示画面を例示する図である。
【図１０】「親機」の「フォルダ表示」画面を例示する図である。
【図１１】「子機」の「フォルダ表示」画面を例示する図である。
【図１２】サムネイル一覧表示例を示す図である。
【図１３】「親機」に表示されるスルー画像を例示する図である。
【図１４】「子機」に表示されるスルー画像を例示する図である。
【図１５】「親機」に表示されるスルー画像を例示する図である。
【図１６】「子機」に表示されるスルー画像を例示する図である。
【図１７】ＣＰＵが連携撮影１を行う場合に行う処理の流れを例示するフローチャートで
ある。
【図１８】ＣＰＵが連携撮影２を行う場合に行う処理の流れを例示するフローチャートで
ある。
【図１９】ＣＰＵが通常を行う場合に行う処理の流れを例示するフローチャートである。
【図２０】左側判定テーブルを例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための形態について説明する。
　図１は、本発明の一実施の形態による電子カメラ１の構成例を説明するブロック図であ
る。図１において、電子カメラ１は、撮影光学系１１と、撮像素子１２と、ＡＦＥ(Analo
g front end)回路１３と、画像処理回路１４と、スピーカ駆動回路１５と、スピーカ１６
と、ＬＣＤモニタ１７と、ＲＡＭ１８と、フラッシュメモリ１９と、ＣＰＵ２０と、メモ
リカードインターフェース(I/F)２１と、通信制御回路２２と、操作部材２３と、姿勢セ
ンサ２４と、音声処理回路２５と、ステレオマイク２６と、照明装置２８と、電源回路２
９と、レンズ駆動回路３０とを備える。
【０００９】
　ＣＰＵ２０、ＲＡＭ１８、フラッシュメモリ１９、メモリカードインターフェース２１
、通信制御回路２２、音声処理回路２５、レンズ駆動回路３０、画像処理回路１４、照明
装置２８、スピーカ駆動回路１５およびＬＣＤモニタ１７は、それぞれがバス２７を介し
て接続されている。
【００１０】
　撮影光学系１１は、ズームレンズやフォーカシングレンズを含む複数のレンズ群で構成
され、被写体像を撮像素子１２の撮像面に結像させる。なお、図１を簡単にするため、撮
影光学系１１を単レンズとして図示している。
【００１１】
　撮像素子１２は、受光素子が撮像面に二次元配列されたＣＭＯＳイメージセンサなどに
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よって構成される。撮像素子１２は、撮影光学系１１によって結像された被写体像を光電
変換してアナログ画像信号を生成する。アナログ画像信号は、ＡＦＥ回路１３に入力され
る。
【００１２】
　ＡＦＥ回路１３は、アナログ画像信号に対して相関二重サンプリングやゲイン調整など
のアナログ処理を行うとともに、アナログ処理後の画像信号をデジタル画像データに変換
する。デジタル画像データは画像処理回路１４に入力される。画像処理回路１４は、デジ
タル画像データに対して各種の画像処理（色補間処理、階調変換処理、輪郭強調処理、ホ
ワイトバランス調整処理、画像圧縮処理、画像伸張処理など）を施す。
【００１３】
　スピーカ駆動回路１５は、ＣＰＵ２０から送出された音声データに基づいて、たとえば
操作音、注意音、音声メッセージなどの音声再生信号を生成する。スピーカ１６は、音声
再生信号に基づいて音声再生を行う。
【００１４】
　ＬＣＤモニタ１７は液晶パネルによって構成され、ＣＰＵ２０からの指示に応じて画像
や操作メニュー画面などを表示する。ＲＡＭ１８はＣＰＵ２０のワークメモリとして使用
される。また、ＲＡＭ１８は、画像処理回路１４による画像処理の前工程や後工程でのデ
ジタル画像データを一時的に記憶する。フラッシュメモリ１９は、ＣＰＵ２０に実行させ
るプログラムを記憶する他に、後述する参照用データを記憶する。
【００１５】
　ＣＰＵ２０は、フラッシュメモリ１９が記憶するプログラムを実行することによって電
子カメラ１が行う動作を制御する撮影制御部である。ＣＰＵ２０は、ＡＦ（オートフォー
カス）動作制御や、自動露出（ＡＥ）演算も行う。ＡＦ動作は、たとえば、スルー画像の
コントラスト情報に基づいてフォーカシングレンズ（不図示）の合焦位置を求めるコント
ラスト検出方式を用いる。スルー画像は、撮影指示前に撮像素子１２によって所定の時間
間隔（たとえば３０コマ／毎秒）で繰り返し取得されるモニタ用画像のことをいう。ＣＰ
Ｕ２０は、クロック信号に基づいて時刻を計時する計時機能も備える。
【００１６】
　メモリカードインターフェース２１はコネクタ（不図示）を有し、該コネクタにメモリ
カードなどの記憶媒体５１が接続される。メモリカードインターフェース２１は、接続さ
れた記憶媒体５１に対するデータの書き込みや、記憶媒体５１からのデータの読み込みを
行う。記憶媒体５１は、半導体メモリを内蔵したメモリカードなどで構成される。
【００１７】
　通信制御回路２２は、ＣＰＵ２０からの指示に応じて外部機器との間での通信を制御す
る。通信制御回路２２は、無線通信回路を備えており、アンテナ２２ａを介して電波を送
受信する。本実施形態では、電子カメラ１と同様の構成を有する他の電子カメラ１との間
で無線通信を行う例を説明する。なお、無線通信回路は、好適には、受信する信号の強度
を測定したり、信号の送信範囲の制御を行うための回路、例えば、ＲＳＳＩ（Ｒｅｃｅｉ
ｖｅｄ　ＳｉｇｎａｌＳｔｒｅｎｇｔｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）回路を備えている。
【００１８】
　通信制御回路２２はさらに、ＣＰＵ２０からの指示に応じて人体を介して通信を行う人
体通信機能を備える。具体的には、電子カメラ１の筐体の上下左右の面においてそれぞれ
送受信用電極２２ｂ～２２ｅが露出するように配設される（図２）。電子カメラ１の使用
者と、他の電子カメラ１の使用者とがそれぞれ少なくとも１つの送受信用電極に触れるよ
うに電子カメラ１を片手で把持し、両使用者が電子カメラ１を把持していない他方の手で
互いに握手をすることにより、人体および人体間の容量結合によって形成される閉回路に
よって、両人体をアンテナとして電子カメラ１間の通信を行うものである（再表２００６
／０５４７０６号公報）。なお、通信制御部２２は、ＣＰＵ２０からの指示に応じてケー
ブルを介して通信を行う有線通信機能を備えてもよい。この場合、不図示の有線ＬＡＮポ
ート等を有する。
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【００１９】
　操作部材２３は、後述するレリーズボタン２３ａ、ズームスイッチ２３ｂ　２３ｃ、十
字スイッチ２３ｇ、メニュースイッチ２３ｅなどを含む（図２）。操作部材２３は、モー
ド切替え操作やメニュー選択操作など、各操作に応じた操作信号をＣＰＵ２０へ送出する
。
【００２０】
　姿勢センサ２４は、たとえば重力方向を検出し、検出信号をＣＰＵ２０へ送出する。Ｃ
ＰＵ２０は、検出信号に基づいて電子カメラ１の姿勢を判定する。具体的には、電子カメ
ラ１の縦位置、横位置だけでなく、上下逆さか否かも判定する。
【００２１】
  音声処理回路２５は、マイク２６で集音された音声信号を増幅し、増幅後の信号をＡ／
Ｄ変換回路（不図示）によってデジタル音声データに変換する。照明装置２８は、夜間の
撮影時に被写体を照明するための装置である。電源回路２９は、ＣＰＵ２０からの指示に
応じて電池５２による電圧を電子カメラ１内の各部へ供給するとともに、電池５２の電圧
を検出し、検出電圧を示す信号を電池残容量情報としてＣＰＵ２０へ送出する。
【００２２】
　レンズ駆動回路３０は、撮影光学系１１を構成するフォーカスレンズを光軸方向に進退
移動させてピント調節するためのフォーカス調節用モータ（不図示）を駆動する回路と、
撮影光学系１１を構成するズームレンズを光軸方向に進退移動させて変倍比を調節するた
めのズーム調節用モータ（不図示）を駆動する回路とを含む。レンズ駆動回路３０は、Ｃ
ＰＵ２０からの指示に応じてフォーカス調節用モータおよびズーム調節用モータをそれぞ
れ駆動する。
【００２３】
　電子カメラ１のＣＰＵ２０は、他の電子カメラ１（両者は同様の構成を有する）との間
で通信を確立した状態で所定の協働処理を行う。電子カメラ１と他の電子カメラ１との間
で通信が確立され、所定の協働処理が実行され得る状態を、以後、ペアリングとも呼ぶ。
所定の協働処理が実行され得る状態とは、電子カメラ１と他の電子カメラ１との間で動作
等にかかる指令を相互に送受信可能な状態である。また、協働処理としては、特に限定さ
れるものではないが、例えば、電子カメラ１における動作と同一の動作を他の電子カメラ
１に実行させたり、電子カメラ１における動作と異なる動作を他の電子カメラ１に実行さ
せたり、他の電子カメラ１に画像データ等の情報を送信させたりする等が挙げられる。電
子カメラ１のペアリングは、通常、電子カメラ１および他の電子カメラ１のうち一方から
他方へコマンドおよびデータを送信し、これを受信した電子カメラ１がコマンド送信元の
電子カメラ１へ返信して通信を確立後、後述する所定条件を満たすことによって成立する
。なお、電子カメラ１と他の電子カメラ１との間での通信方式としては、例えば、有線通
信、無線通信、人体通信等が挙げられる。また、これらの通信方式は、例えば、通信の確
立までは人体通信とし、その後は無線通信とするなど、適宜組合せてもよい。
【００２４】
　上記ペアリングを行うペアリングモードと、ペアリングを行わない通常モードとは切替
え可能に構成される。このモード切替えは、たとえば、モードスイッチ２３ｄの押下操作
に応じて切替えてもよいし、メニュースイッチ２３ｅの押下操作に応じて表示する「操作
メニュー」画面の中で切替えを行うようにしてもよい。本説明では、ペアリングモードに
切替えられている場合にＣＰＵ２０が行う処理を中心に説明する。
【００２５】
＜ペアリング成立条件＞
　ペアリング成立条件は、４つの条件の中から選択可能に構成される。ペアリング成立条
件を選択する操作は、他の電子カメラ１との間で通信を行う前に、あらかじめ以下のよう
に行われる。
【００２６】
　図２は、電子カメラ１の背面図である。電子カメラ１の背面には、ＬＣＤモニタ１７と
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、ズームスイッチ２３ｂ（Ｔ）と、ズームスイッチ２３ｃ（Ｗ）と、モードスイッチ２３
ｄと、メニュースイッチ２３ｅと、削除スイッチ２３ｆと、十字スイッチ２３ｇと、ＯＫ
スイッチ２３ｈとが設けられている。また、電子カメラ１の筐体上面には上記送受信用電
極２２ｂが設けられる。また、筐体下面には上記送受信用電極２２ｃが設けられる。そし
て、筐体右側面には上記送受信用電極２２ｄが、筐体左側面には上記送受信用電極２２ｄ
が、それぞれ設けられる。
【００２７】
　ＣＰＵ２０は、メニュースイッチ２３ｅが押下操作されると、図３に例示する「操作メ
ニュー」画面をＬＣＤモニタ１７に表示させる。「操作メニュー」には、複数の選択項目
、例えば、「登録撮影」項目１７１と、「ペアリング成立条件設定」項目１７２と、「ペ
アリングオフタイマー」項目１７３と、「ペアリング人物設定」項目１７４とが含まれる
。ＣＰＵ２０は、「操作メニュー」画面を表示中に十字スイッチ２３ｇが上下方向に押下
操作されると、操作信号に応じて選択項目を上下に変更する。ＣＰＵ２０は、「ペアリン
グ成立条件設定」項目１７２を選択した状態で十字スイッチ２３ｇが決定方向（右決定）
に押下操作されると、図４に例示する「ペアリング成立条件設定」画面をＬＣＤモニタ１
７に表示させる。
【００２８】
　図４において、「ペアリング成立条件」として４つの選択項目、すなわち「通常」項目
１７６と、「顔識別」項目１７７と、「握手」項目１７８と、「カメラタッチ」項目１７
９とが表示される。ＣＰＵ２０は、図４に例示する画面を表示中に十字スイッチ２３ｇが
上下方向に押下操作されると、操作信号に応じて選択項目を上下に変更する。ＣＰＵ２０
は、十字スイッチ２３ｇが決定方向（右決定）に押下操作されると、その時点において選
択している項目をペアリング成立条件として設定する。
【００２９】
＜通常＞
　ペアリング成立条件が「通常」に設定された場合、ＣＰＵ２０は、他の電子カメラ１と
の間の通信確立を条件にペアリングを成立させる。通信制御回路２２は、所定範囲（たと
えば、１０ｍ）で無線通信を行うようにあらかじめ送信電力が設定されている。なお、こ
の送信電力は、ＣＰＵ２０からの指示によって段階的（たとえば、３ｍ、５０cm、３cm）
に通信範囲を制限するように、あらかじめメニュー操作によって切替え可能に構成されて
いる。
【００３０】
　送信電力の切替えは、通信制御回路２２における送信電力を切替える代わりに、通信制
御回路２２における送信電力を一定に保ったまま、通信制御回路２２において受信の有無
を判定する際の判定閾値を高低切替えるようにしてもよい。本実施の形態においては、い
ずれの場合も両電子カメラ１間は非接触である。
【００３１】
＜顔識別＞
　ＣＰＵ２０は、スルー画像に含まれる「顔」を検出し、その「顔」が所定人物の「顔」
か否かを識別する機能を備える。本実施の形態においては、相手の「顔」を撮影するので
、「顔」を識別する際の両電子カメラ１間は非接触である。顔検出処理および顔識別処理
は、公知の技術であるため説明を省略する。ペアリング成立条件が「顔識別」に設定され
た場合、ＣＰＵ２０は、他の電子カメラ１との間の通信確立後、「顔識別」を条件にペア
リングを成立させる。ペアリングを成立させる識別人物の設定操作は、他の電子カメラ１
との間で通信を行う前に、あらかじめ以下のように行われる。
【００３２】
　ＣＰＵ２０は、「操作メニュー」画面（図３）を表示中に「ペアリング人物設定」項目
１７４を選択した状態で十字スイッチ２３ｇが決定方向（右決定）に押下操作されると、
図５に例示する「ペアリング人物設定」画面をＬＣＤモニタ１７に表示させる。ＣＰＵ２
０は、フラッシュメモリ１９内に記録（登録）されている全ての参照用データの中から「
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顔」のサムネイル画像データを読み出し、当該サムネイル画像を表示する。参照用データ
は、「顔」のサムネイル画像データと、当該画像データに基づいて生成された特徴量デー
タとを含む。特徴量データは、上記「顔識別」に用いられる。「顔識別」に用いる参照用
データは、あらかじめフラッシュメモリ１９内に記録（登録）されている。登録手順につ
いては後述する。
【００３３】
　図５において、人物Ａ、人物Ｂ、および人物Ｃについての「顔」のサムネイル画像がそ
れぞれ表示されている。各サムネイル画像の左側には、それぞれチェックボックスが表示
される。たとえば、サムネイル画像１７１の左側にはチェックボックス１７２が表示され
る。
【００３４】
　ＣＰＵ２０は、「ペアリング人物設定」画面を表示中に十字スイッチ２３ｇが選択方向
（上下方向）に押下操作されると、操作信号に応じてカーソル１７３の表示位置を上下に
移動させる。ＣＰＵ２０は、ＯＫスイッチ２３ｈが押下操作された場合、カーソル１７３
で囲まれているチェックボックス内にチェックマークを表示させる。ＣＰＵ２０は、チェ
ックボックスにチェックマークを表示した状態でＯＫスイッチ２３ｈが押下操作されると
、当該チェックボックスのチェックマークを消す。ＣＰＵ２０は、「ペアリング人物設定
」画面の中でチェックマークで示されるサムネイル画像の「顔」を、識別対象として設定
する。
【００３５】
＜握手＞
　ペアリング成立条件が「握手」に設定された場合、ＣＰＵ２０は、他の電子カメラ１と
の間の通信確立後、上記人体通信によるデータ受信を条件にペアリングを成立させる。た
とえば、上述したように通信確立した電子カメラ１および他の電子カメラ１の双方の使用
者が握手（お互いの皮膚が触れればよい）をすると形成される閉回路により、電子カメラ
１同士が所定のデータを送受してペアリングを成立させる。本実施の形態においては、握
手の場合も両電子カメラ１間は非接触である。
【００３６】
＜カメラタッチ＞
　ペアリング成立条件が「カメラタッチ」に設定された場合、ＣＰＵ２０は、他の電子カ
メラ１との間の通信確立後、両電子カメラ１間の直接接触を条件にペアリングを成立させ
る。上述したように、電子カメラ１の筐体の上下左右の面においてそれぞれ送受信用電極
２２ｂ～２２ｅが露出するように配設されている（図２）。電子カメラ１同士がこれら送
受信用電極２２ｂ～２２ｅのいずれかで直接接触する場合、人体を介する人体通信時に比
べて閉回路のインピーダンスが低いために大きな電流が流れる。ＣＰＵ２０は、通信制御
回路２２を通してこの信号電流の発生を検知することにより、電子カメラ１相互の接触を
判定する。なお、通信制御回路２２は、送受信用電極２２ｂ～２２ｅのうちどの電極で接
触したかを特定してＣＰＵ２０へ知らせるように構成されている。
【００３７】
　ペアリングモードに切替えられているＣＰＵ２０がペアリングを成立させる処理の流れ
について、図６に例示するフローチャートを参照して説明する。通信確立前の通信を無線
通信で行う例である。電子カメラ１のＣＰＵ２０および他の電子カメラ１のＣＰＵは、ペ
アリングモードに切替えられると図６による処理を行うプログラムをそれぞれ起動させる
。
【００３８】
　図６のステップＳ１１において、ＣＰＵ２０は、通信要求を行ってステップＳ１２へ進
む。たとえば、ＣＰＵ２０が通信制御回路２２へ指示を送り、上記１０ｍ範囲に位置する
他の電子カメラ１に届く送信電力で通信要求コマンドを送信させる。ステップＳ１２にお
いて、ＣＰＵ２０は、通信要求に対する返信の有無を判定する。ＣＰＵ２０は、通信制御
回路２２で返信が受信された場合にステップＳ１２を肯定判定してステップＳ１３へ進む
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。ＣＰＵ２０は、返信が受信されない場合にはステップＳ１２を否定判定してステップＳ
１７へ進む。
【００３９】
　ステップＳ１３において、ＣＰＵ２０は、ペアリング成立条件が「通常」か否かを判定
する。ＣＰＵ２０は、ペアリング成立条件が「通常」に設定されている場合、ステップＳ
１３を肯定判定してステップＳ１６へ進む。ＣＰＵ２０は、ペアリング成立条件が「通常
」に設定されていない場合には、ステップＳ１３を否定判定してステップＳ１４へ進む。
【００４０】
　ステップＳ１６において、ＣＰＵ２０は通信制御回路２２へ指示を送り、他の電子カメ
ラ１へ確認信号を送信させるとともに、送信先である他の電子カメラ１との間のペアリン
グ成立回数を計数するカウンタを１つインクリメントさせてステップＳ２７へ進む。確認
信号は、ペアリングにおける「親機」が「子機」へ発する信号である。ここで、上記通信
要求に通信要求側の識別情報（たとえば、電子カメラ１のＩＤ）を含め、上記返信に返信
側の識別情報（他の電子カメラ１のＩＤ）を含めることにより、ペアリングの成立をＩＤ
ごとに管理する。
【００４１】
　本実施形態では、「親機」と「子機」を以下のように決定する。ペアリング成立条件が
「通常」に設定されている場合（ステップＳ１３を肯定判定）は、最初に通信要求を送信
（Ｓ１１）した電子カメラ１をペアリングにおける「親機」とし、該通信要求に応じて返
信（Ｓ１８）した電子カメラ１をペアリングにおける「子機」とする。ペアリング成立条
件が「顔認識」に設定されている場合（ステップＳ１５を肯定判定）は、「顔識別」を行
った方の電子カメラ１をペアリングにおける「親機」とし、「顔識別」された方の電子カ
メラ１をペアリングにおける「子機」とする。ペアリング成立条件が「握手」に設定され
ている場合（ステップＳ２３を肯定判定）は、上記人体通信による閉回路を介して最初に
コマンドおよびデータを送信した電子カメラ１をペアリングにおける「親機」とし、これ
を受信した電子カメラ１をペアリングにおける「子機」とする。「カメラタッチ」の場合
の「親機」と「子機」の決定については後述する。
【００４２】
　ステップＳ２７において、ＣＰＵ２０は、時刻合わせを行って図６による処理を終了す
る。時刻合わせは、たとえば、「親機」の時刻に「子機」の時刻を合わせることによって
行う。具体的には、ＣＰＵ２０が通信制御回路２２へ指示を送り、時刻情報を他の電子カ
メラ１へ送信させる。これにより、「親機」の時刻情報が「子機」へ伝えられて両者の時
刻を揃えることができる。図６の処理の終了により、「親機」と「子機」との関係でペア
リングが成立する。そして、時刻合わせのなされた「親機」と「子機」とは、ペアリング
成立後、計時をそれぞれ開始する。ＣＰＵ２０は、ペアリング成立中において所定の処理
を行う。ペアリング成立中の処理については後述する。
【００４３】
　ステップＳ１４において、ＣＰＵ２０は、ペアリング成立条件が「顔識別」か否かを判
定する。ＣＰＵ２０は、ペアリング成立条件が「顔識別」に設定されている場合、ステッ
プＳ１４を肯定判定してステップＳ１５へ進む。ＣＰＵ２０は、ペアリング成立条件が「
顔識別」に設定されていない場合には、ステップＳ１４を否定判定してステップＳ２２へ
進む。
【００４４】
　ステップＳ１５において、ＣＰＵ２０は、「顔識別」したか否かを判定する。ＣＰＵ２
０は、登録されている顔を識別した場合にステップＳ１５を肯定判定してステップＳ１６
へ進み、登録されている顔を識別しない場合にはステップＳ１５を否定判定してステップ
Ｓ２６へ進む。なお、ＣＰＵ２０は、「顔識別」に用いるスルー画像をＬＣＤモニタ１７
にリアルタイムに再生表示させるとともに、「顔識別」した場合には、当該「顔」を示す
表示（たとえば、「顔」を囲む枠など）をスルー画像に重ねて表示させる。ＣＰＵ２０は
、複数の「顔」を識別した場合には、たとえば、１番大きい顔（スルー画像に占める割合
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が最大のもの）を選ぶ。
【００４５】
　ステップＳ２２において、ＣＰＵ２０は、ペアリング成立条件が「握手」か否かを判定
する。ＣＰＵ２０は、ペアリング成立条件が「握手」に設定されている場合、ステップＳ
２２を肯定判定してステップＳ２３へ進む。ＣＰＵ２０は、ペアリング成立条件が「握手
」に設定されていない場合には、ステップＳ２２を否定判定してステップＳ２４へ進む。
【００４６】
　ステップＳ２３において、ＣＰＵ２０は、通信制御回路２２から人体通信にて所定のデ
ータを受信したことを示す信号が送信されるとステップＳ２３を肯定判定してステップＳ
１６へ進む。ＣＰＵ２０は、人体通信による所定のデータ受信を示す信号が通信制御回路
２２から送信されない場合には、ステップＳ２３を否定判定してステップＳ２６へ進む。
なお、本実施形態では、人体通信の閉回路が形成されると、ペアリング成立可を示すデー
タを送るように構成されている。
【００４７】
　ステップＳ２４において、ＣＰＵ２０は、通信制御回路２２から電子カメラ１相互の接
触を示す信号を受信したか否かを判定する。ＣＰＵ２０は、通信制御回路２２から電子カ
メラ１相互の接触を示す信号が入力されるとステップＳ２４を肯定判定してステップＳ２
５へ進む。ＣＰＵ２０は、相互接触を示す信号が入力されない場合にはステップＳ２４を
否定判定してステップＳ２６へ進む。
【００４８】
　ステップＳ２５において、ＣＰＵ２０は上側判定処理を行う。上側判定とは、電子カメ
ラ１相互が接触した場合にどちらの電子カメラ１が上側に位置するかを判定するものであ
り、本実施形態では反重力方向に位置するものを「上」側とする。
【００４９】
　ＣＰＵ２０は、姿勢センサ２４からの検出信号に基づく重力方向、および通信制御回路
２２からの信号に基づく接触電極情報に基づいて、図７に例示する判定テーブルを参照し
て上側判定を行う。たとえば、電子カメラ１を縦位置（右側面を下方）に保持して、該右
側面にて他の電子カメラ１の上面（正位置）をカメラタッチした場合を例に説明する。電
子カメラ１のＣＰＵ２０は、重力方向が送受信電極２２ｄ側であって、接触電極が該送受
信電極２２ｄであることから、「上」判定をする。本実施形態では、「上」判定した方を
ペアリングにおける「親機」とし、「下」判定した方をペアリングにおける「子機」とす
る。一方、上記電子カメラ１にカメラタッチされた他の電子カメラ１のＣＰＵは、重力方
向が送受信電極２２ｃ側（正位置）であって、接触電極が上面（該送受信電極２２ｂ）で
あることから、「下」判定をする。
【００５０】
　「上」判定をした場合のＣＰＵ２０は、ステップＳ２５を肯定判定してステップＳ１６
へ進む。「上」判定をしなかったＣＰＵ２０は、ステップＳ２５を否定判定してステップ
Ｓ２０へ進む。ステップＳ２０へ進むのは、「子機」として「親機」からの確認信号を待
ち受けるためである。
【００５１】
　ステップＳ２６において、ＣＰＵ２０はタイムアウトか否かを判定する。ＣＰＵ２０は
、所定のタイムアウト時間（たとえば、１分）を経過した場合にステップＳ２６を肯定判
定してステップＳ１へ戻り、上述した処理を繰り返す。ＣＰＵ２０は、上記タイムアウト
時間を経過していない場合には、ステップＳ２６を否定判定してステップＳ１４へ戻り、
上述した処理を繰り返す。
【００５２】
　ステップＳ１２を否定判定して進むステップＳ１７において、ＣＰＵ２０は、他の電子
カメラ１からの通信要求の有無を判定する。ＣＰＵ２０は、通信制御回路２２で通信要求
コマンドが受信された場合にステップＳ１７を肯定判定してステップＳ１８へ進む。ＣＰ
Ｕ２０は、通信制御回路２２で通信要求コマンドが受信されない場合には、ステップＳ１
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７を否定判定してステップＳ１１へ戻る。
【００５３】
　ステップＳ１８において、ＣＰＵ２０は、返信を行ってステップＳ１９へ進む。たとえ
ば、ＣＰＵ２０が通信制御回路２２へ指示を送り、他の電子カメラ１へ向けて返信を行わ
せる。ステップＳ１９において、ＣＰＵ２０は、接触を示す信号が受信されたか否かを判
定する。ＣＰＵ２０は、通信制御回路２２から電子カメラ１相互の接触を示す信号が入力
されるとステップＳ１９を肯定判定してステップＳ２５へ進み、相互接触を示す信号が入
力されない場合にはステップＳ１９を否定判定してステップＳ２０へ進む。
【００５４】
　ステップＳ２０において、ＣＰＵ２０は、通信制御回路２２で他の電子カメラ１からの
確認信号を受信したか否かを判定する。ＣＰＵ２０は、確認信号が受信された場合にステ
ップＳ２０を肯定判定するとともに、ペアリングを成立させてステップＳ２８へ進む。Ｃ
ＰＵ２０は、確認信号が受信されない場合はステップＳ２０を否定判定してステップＳ２
１へ進む。
【００５５】
　ステップＳ２８において、ＣＰＵ２０は時刻合わせを行って図６による処理を終了する
。時刻合わせは、「親機」から送信される時刻情報に時刻を合わせることによって行う。
図６の処理の終了により、「子機」と「親機」との関係でペアリングが成立する。
【００５６】
　ステップＳ２１において、ＣＰＵ２０はタイムアウトか否かを判定する。ＣＰＵ２０は
、所定のタイムアウト時間（たとえば、１秒）を経過した場合にステップＳ２１を肯定判
定してステップＳ１１へ戻り、上述した処理を繰り返す。ＣＰＵ２０は、上記タイムアウ
ト時間を経過していない場合には、ステップＳ２１を否定判定してステップＳ２０へ戻り
、上述した処理を繰り返す。
【００５７】
　なお、ステップＳ１６における確認信号の送信は、ペアリング成立条件が「握手」の場
合には人体通信によって送信しても構わない。
【００５８】
　以上説明したように成立したペアリングは、手動操作（たとえば、モードスイッチ２３
ｄの押下操作によるペアリングモード解除）によって終了する他、あらかじめ設定してお
いたオフタイマーによって自動終了させる。また、記憶媒体５１の空き容量が所定の空き
容量より少ない場合、他の電子カメラ１側の記憶媒体５１の空き容量が所定の空き容量よ
り少ない旨の情報を通信によって取得した場合、電池５２の残容量が所定の残容量より少
ない場合、他の電子カメラ１側の電池５２の残容量が所定の残容量より少ない旨の情報を
通信によって取得した場合の少なくとも１つに該当する場合は、ペアリングを自動終了す
るようにしてもよいし、両電子カメラ１の記憶媒体５１の空き容量や、電池５２の残容量
の少なくとも１つの情報に応じて、ペアリングモードの滞在時間やペアリングモードでの
静止画の撮影枚数や画像モード（高画質、標準、エコノミーなどの記録画素数）および動
画撮影時の撮影時間やフレームレートを設定するようにしてもよい。なお、電子カメラ１
と他の電子カメラ１との距離が上記通信範囲外へ離れた場合にもペアリングを終了する。
ペアリング終了する際のＣＰＵ２０は、ペアリングを成立させた相手の識別情報（たとえ
ば、電子カメラ１のＩＤ）、当該相手の電子カメラ１とのペアリング成立回数、および当
該相手の電子カメラ１とのペアリング累積時間を、電子カメラ１のＩＤごとに関連づけて
フラッシュメモリ１９内に保存しておく。
【００５９】
　ここで、ペアリングオフタイマーの設定手順について図８を参照して説明する。ＣＰＵ
２０は、「操作メニュー」画面（図３）を表示中に「ペアリングオフタイマー」項目１７
３を選択した状態で十字スイッチ２３ｇが決定方向（右方向）に押下操作されると、図８
に例示する「ペアリングオフタイマー」設定画面をＬＣＤモニタ１７に表示させる。ＣＰ
Ｕ２０は、「ペアリングオフタイマー」設定画面を表示中に十字スイッチ２３ｇが選択方
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向（上下方向）に押下操作されると、操作信号に応じて選択項目を上下に変更する。ＣＰ
Ｕ２０は、十字スイッチ２３ｇが右方向に押下操作されると、その時点において選択して
いる項目に決定する。
【００６０】
　「オフ」項目７１に決定した場合のＣＰＵ２０は、ペアリングの終了を上記手動による
ペアリング解除操作によって行う。「３０分」項目７２に決定されている場合のＣＰＵ２
０は、ペアリングの終了をペアリングモード解除操作、およびペアリング開始時から３０
分経過時のうち、いずれか早い方によって行う。ペアリング開始時は、ステップＳ２７に
おける時刻合わせ時点に相当する。また、「１時間」項目７３に決定されている場合のＣ
ＰＵ２０は、ペアリングの終了をペアリングモード解除操作、およびペアリング開始時か
ら１時間経過時のうち、いずれか早い方によって行う。
【００６１】
＜登録撮影処理＞
　「顔識別」に用いる参照用データをフラッシュメモリ１９内に記録（登録）する処理に
ついて説明する。ＣＰＵ２０は、ＬＣＤモニタ１７に表示中の「操作メニュー画面」（図
３）において「登録撮影」項目１７１を選択した状態で十字スイッチ２３ｇが右方向に押
下操作されると、登録撮影処理を行うためのプログラムを起動する。
【００６２】
　登録撮影プログラムを起動したＣＰＵ２０は、ＬＣＤモニタ１７にアシスト枠Ｇを表示
させる。図９は、ＬＣＤモニタ１７の表示例を説明する図である。ＣＰＵ２０は、ＲＡＭ
１８が記憶している直近のスルー画像データに基づく画像をＬＣＤモニタ１７に表示させ
るとともに、アシスト枠Ｇを表示中の画像に重ねて表示させる。撮影者は、登録しようと
する被写体人物の顔がアシスト枠Ｇ内に収まるように電子カメラ１を構える。
【００６３】
　ＣＰＵ２０は、登録撮影処理を終了させる操作信号（たとえば、メニュースイッチ２３
ｅからの操作信号）を受けた場合には、アシスト枠Ｇの表示を終了させて登録撮影処理を
終了する。一方、ＣＰＵ２０は、登録撮影処理を終了させる操作信号（たとえば、メニュ
ースイッチ２３ｅからの操作信号）を受けない場合には、レリーズスイッチがオンしたか
否かを判定する。ＣＰＵ２０は、レリーズボタン２３ａが全押し操作された場合に撮影処
理を行う。
【００６４】
　そしてＣＰＵ２０は、撮影処理で取得した画像データが顔識別に使えるか否かを判定す
る。ＣＰＵ２０は、画像データのうちアシスト枠Ｇ内に対応するデータに基づいて顔検出
処理を行い、顔を検出した場合には当該顔が登録されている顔か否かを判定する。具体的
には、検出した顔の領域の画像データと、フラッシュメモリ１９内に登録されているサム
ネイル画像の「顔」に対応する参照用データとに基づいて顔識別処理を行うことにより、
検出されている人物の顔と、参照用データに含まれている人物の顔とが同一人物のもので
あるか否かを識別する。
【００６５】
　ＣＰＵ２０は、既に登録されている顔の場合にはＬＣＤモニタ１７に、たとえば、「既
に登録されています」と表示させる。登録されている顔でない場合には新たな人物の「顔
」として参照用データをフラッシュメモリ１９に記録（登録）する。具体的には、アシス
ト枠Ｇ内に対応する画像データに基づいてサムネイル画像データを生成し、上記画像デー
タに基づいて特徴量データを生成する。そして、サムネイル画像データおよび特徴量デー
タを含む参照用データをフラッシュメモリ１９に記録する。これにより、ペアリング人物
設定画面（図５）における人物Ｂのように、参照用データが登録される。
【００６６】
＜参照用データの削除＞
　フラッシュメモリ１９に記録（登録）された参照用データは、以下のように削除可能で
ある。ＬＣＤモニタ１７にペアリング人物設定画面（図５）を表示した状態で削除スイッ
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チ２３ｆが押下操作されると、ＣＰＵ２０は、カーソル１７３で示される人物に関する参
照用データを削除対象とする。
【００６７】
　ＣＰＵ２０は、カーソル１７３で囲まれている人物Ｂについて、たとえば「人物Ｂのデ
ータを削除しますか？」というメッセージをＬＣＤモニタ１７に表示する。ＣＰＵ２０は
、再度削除スイッチ２３ｆが押下操作されると、表示中のサムネイル画像データ、および
対応する特徴量データを含む参照用データをフラッシュメモリ１９から消去する。これに
より、ペアリング人物設定画面（図５）から人物Ｂについての表示が削除される。
【００６８】
＜ペアリング成立中の処理＞
１．画像閲覧
　ＣＰＵ２０は、ペアリング成立中は、あらかじめ共有設定をしたファイルフォルダにつ
いて、その内容を相手側の電子カメラ１から無線通信（ペアリング成立条件が「握手」に
設定されている場合は、無線通信または人体（上記「握手」などで形成された閉回路））
を介して閲覧可能とする。本実施形態において閲覧は、ペアリング成立相手の電子カメラ
１から受信した画像データによる再生画像をＬＣＤモニタ１７に再生表示することをいい
、受信した画像データを電子カメラ１内の不揮発性メモリ（フラッシュメモリ１９および
記憶媒体５１）へ記録保存することと異なる。共有設定は、たとえば、図３に例示した「
操作メニュー」における設定項目に含めて行うことができる。
【００６９】
　図１０は、「親機」であるＸさんの電子カメラ１のＬＣＤモニタ１７に表示された「フ
ォルダ表示」画面の例である。図１０において、自分（Ｘさん）のカメラ内のフォルダが
表示されている。「自分のカメラ」側の「ペアフォルダ」は、ペアリング成立中にペアリ
ングの相手（本例では「子機」であるＢさんの電子カメラ１）に閲覧を許可するフォルダ
である。「自分のカメラ」側の「ペアフォルダ」内に記録されている画像ファイルは、確
立している無線通信（ペアリング成立条件が「握手」に設定されている場合は、無線通信
または人体通信）を介して「子機」であるＢさんの電子カメラ１から閲覧できる。
【００７０】
　図１０には、「子機」であるＢさんの電子カメラ１内のフォルダも表示されている。「
Ｂさんのカメラ」側の「ペアフォルダ」は、ペアリング成立中にペアリングの相手（本例
では「親機」であるＸさんの電子カメラ１）に閲覧を許可するフォルダである。
【００７１】
　図１１は、「子機」であるＢさんの電子カメラ１のＬＣＤモニタに表示された「フォル
ダ表示」画面の例である。図１１において、自分（Ｂさん）のカメラ内のフォルダが表示
されている。「自分のカメラ」側の「ペアフォルダ」は、ペアリング成立中にペアリング
の相手（本例では「親機」であるＸさんの電子カメラ１）に閲覧を許可するフォルダであ
る。「自分のカメラ」側の「ペアフォルダ」内に記録されている画像ファイルは、確立し
ている無線通信（ペアリング成立条件が「握手」に設定されている場合は、無線通信また
は人体通信）を介して「親機」であるＸさんの電子カメラ１から閲覧できる。
【００７２】
　図１１には、「親機」であるＸさんの電子カメラ１内のフォルダも表示されている。「
Ｘさんのカメラ」側の「ペアフォルダ」は、ペアリング成立中にペアリングの相手（本例
では「子機」であるＢさんの電子カメラ１）に閲覧を許可するフォルダである。
【００７３】
　ペアリング成立中の電子カメラ１は、「自分のカメラ」側の全てのフォルダと、ペアリ
ングの相手である「○○さんのカメラ」側の「ペアフォルダ」とを閲覧できる。フォルダ
選択操作（十字スイッチ２３ｇの押下操作で選択、およびＯＫスイッチ２３ｈの押下操作
で決定）が行われた場合のＣＰＵ２０は、選択決定したフォルダ内に記録されている画像
ファイルによるサムネイル画像をＬＣＤモニタ１７に表示させる。
【００７４】
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　図１２は、サムネイル一覧表示例を示す図である。複数のサムネイルのうち１つにカー
ソル１３１が表示されている。カーソル位置は、サムネイル選択操作（十字スイッチ２３
ｇの押下操作）で上下左右に移動自在である。ＯＫスイッチ２３ｈが押下操作された場合
、ＣＰＵ２０は、その時点でカーソルが位置するサムネイル画像に対応する再生画像をＬ
ＣＤモニタ１７にフルスクリーン表示させる。
【００７５】
２．ペアリングのランクづけ
　ＣＰＵ２０は、ペアリングを成立させた相手の情報（電子カメラ１の識別情報）にラン
ク付けを行う。ランクは低い方から高い方へ、たとえばランク１～ランク３の３段階に分
ける。「親機」側のＣＰＵ２０は、ペアリングを成立させた相手（本例では識別情報によ
って示される電子カメラ１）とのペアリング成立回数、およびペアリング累積時間に応じ
てランクを上げる。ランクを上げるか否かの判定に用いるペアリング成立回数およびペア
リング累積時間は、あらかじめ電子カメラ１に対して設定され、設定内容がフラッシュメ
モリ１９に保存されている。フラッシュメモリ１９に記録保存されているペアリング成立
回数やペアリング累積時間の設定変更は、たとえば、図３に例示した「操作メニュー」に
おける設定項目に含めて行うことができる。
【００７６】
　たとえば、ペアリング成立回数が２０回を超える、およびペアリング累積時間が８時間
を超える、のいずれかを達成した場合、「親機」側のＣＰＵ２０はランク１からランク２
へランクを変更し、変更内容をペアリング成立相手の識別情報に関連づけてフラッシュメ
モリ１９に保存する。
【００７７】
　ＣＰＵ２０はさらに、たとえば、ペアリング成立回数が５０回を超える、およびペアリ
ング累積時間が２０時間を超える、のいずれかを達成した場合、「親機」側のＣＰＵ２０
はランク２からランク３へランクを変更し、変更内容をペアリング成立相手の識別情報に
関連づけてフラッシュメモリ１９に保存する。
【００７８】
　一般に、ペアリングの成立頻度が高い相手は、お互いをよく知った信頼できる相手や、
家族や恋人など身近で親密度が高い人物であることが多い。ペアリング実績に応じてラン
クを分けるようにすることで、ペアリング相手を親密度に応じて自動的にグルーピングで
きる。
【００７９】
３．ランクに応じた処理
　ＣＰＵ２０は、ランク１である相手（本例では識別情報によって示される電子カメラ１
）とペアリング成立中は、上述したように、あらかじめ共有設定をしたファイルフォルダ
について、その内容を相手側の電子カメラ１から無線通信（ペアリング成立条件が「握手
」に設定されている場合は、無線通信または人体通信）を介して閲覧可能とする。この場
合、ペアリング成立中に撮影した撮影画像に限って閲覧可能とし、ペアリング非成立時に
撮影した撮影画像については相手からの閲覧対象に含めない。
【００８０】
　ＣＰＵ２０はさらに、ランク２である相手（本例では識別情報によって示される電子カ
メラ１）とペアリング成立中は、あらかじめ共有設定をしたファイルフォルダに含まれる
ペアリング成立中に撮影した撮影画像だけでなく、当該共有設定をしたファイルフォルダ
に含まれるペアリング非成立時に撮影した撮影画像についても相手からの閲覧対象に含め
る。
【００８１】
　そしてさらに、ＣＰＵ２０は、ランク３である相手（本例では識別情報によって示され
る電子カメラ１）とペアリング成立中は、あらかじめ共有設定をしたファイルフォルダに
含まれる全画像について、閲覧だけでなくコピーも許可する。本実施形態においてコピー
は、ペアリング成立相手の電子カメラ１側のファイルフォルダに含まれる撮影画像を複製
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し、自己の電子カメラ１側のファイルフォルダに記録保存することをいう。
【００８２】
　ペアリング成立相手ランク付けは、手動操作によってランクアップまたはランクダウン
が可能に構成される。ＣＰＵ２０は、操作部材２３からの操作信号によってランクアップ
またはランクダウンを示す操作信号が入力された場合、操作信号に応じてランク１～ラン
ク３の範囲でランクの変更を行う。この場合にも、変更内容をペアリング成立相手の識別
情報に関連づけてフラッシュメモリ１９に保存するとともに、変更後のランクに応じて閲
覧制限やコピー制限を行う。ランク情報は、「親機」から「子機」へ送信し、「親機」が
管理する。
【００８３】
　上述したペアリング成立回数、およびペアリング累積時間に応じたランクの自動変更と
手動操作によるランクの変更とが競合した場合は、手動操作による変更を優先させる。な
お、ＣＰＵ２０は、操作部材２３からの操作信号によってランクアップまたはランクダウ
ンを示す操作信号が入力された場合、ペアリング成立相手側へランク変更要求を示す信号
を送り、変更ＯＫを示す信号が返信された場合に限りランク変更を行い、変更ＯＫを示す
信号が返信されない場合はランク変更を行わない。
【００８４】
　一方、ペアリング成立相手側からのランク変更要求を示す信号を受信したＣＰＵ２０は
、「ランク変更要求を受信しました。ランク変更してよいですか？」というメッセージを
ＬＣＤモニタ１７に表示させる。ＣＰＵ２０は、変更ＯＫを示す操作信号が操作部材２３
から受信した場合に限り、ランク変更ＯＫを示す信号をペアリング成立相手側へ送信する
。
【００８５】
４．閲覧時のフィルタ処理
　ＣＰＵ２０は、ランクの高低に応じて、閲覧時の表示解像度を変える。ペアリング成立
した「親機」は、「子機」側に記録されている画像を「親機」側のＬＣＤモニタに再生表
示して閲覧させるとき、ランクによって異なるローパスフィルタ処理を行うことにより、
ランクが低いほど低解像度閲覧、ランクが高いほど高解像度閲覧させるように表示解像度
を変える。ペアリング成立した「子機」も同様に、「親機」側に記録されている画像を「
子機」側のＬＣＤモニタに再生表示して閲覧させるとき、ランクによって異なるローパス
フィルタ処理を行うことにより、ランクが低いほど低解像度閲覧、ランクが高いほど高解
像度閲覧させるように表示解像度を変える。
　なお、閲覧時のフィルタ処理に関しては、そのほかに、無線通信回路により検出された
電子カメラ１間での通信状態に応じてローパスフィルタ処理を行う。通信状態の例として
は、電子カメラ１間での通信強度や、単位時間当たりの信号の伝送量が挙げられる。通信
強度を例にすると、通信強度が低いほど低解像度閲覧、通信強度が高いほど高解像度閲覧
させるように表示解像度を変える。ペアリング成立した「子機」も同様に、「親機」側に
記録されている画像を「子機」側のＬＣＤモニタに再生表示して閲覧させるとき、通信強
度によって異なるローパスフィルタ処理を行うことにより、通信強度が低いほど低解像度
閲覧、通信強度が高いほど高解像度閲覧させるように表示解像度を変える。このように構
成すれば、ＬＣＤモニタに再生表示された画像の解像度によって、ユーザは、両電子カメ
ラ１間の距離が近いのか、遠いのか、容易に判断が可能となる。
【００８６】
５．撮影
　ペアリング成立中は、「親機」側の電子カメラ１および「子機」側の電子カメラ１がそ
れぞれ単独で撮影処理を行う通常撮影と、「親機」側の電子カメラ１と「子機」側の電子
カメラ１とを連携させて双方で撮影処理を行う連携撮影とを行うことができる。通常撮影
を行うか、連携撮影を行うかの設定は、あらかじめ、図３に例示した「操作メニュー」に
おける設定項目に含めて行うことができる。
【００８７】
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－通常撮影－
　ＣＰＵ２０は、レリーズボタン２３ａ（図２）の操作に基づいて撮影を行う。ＣＰＵ２
０は、撮影処理前の情報および撮影処理で取得した画像データに基づいて、画像データお
よび撮影情報を含むＥｘｉｆ形式の画像ファイルを生成する。Ｅｘｉｆ形式の画像ファイ
ルは、JPEG画像フォーマットの画像データ内にサムネイル画像や撮影情報などのデータを
埋め込むようにしたものである。ＣＰＵ２０は、画像ファイルを記憶媒体５１へ記録する
。
【００８８】
　Ｅｘｉｆ形式の画像ファイルの構造は、画像の付属情報を記録するヘッダ領域と撮影画
像データを記録する画像データ領域とを有する。ＣＰＵ２０は、画像ファイル内のヘッダ
領域（タグ領域）に、ペアリング成立中に撮影した画像であることを示す情報を記録する
。ペアリング成立中に撮影した画像であることを示す情報は、ペアリングの相手の識別情
報および時刻合わせ後の計時に基づく撮影時刻情報を含む。
【００８９】
　ペアリング成立中に撮影した画像であることを示す情報は、画像ファイルのヘッダ領域
に記録する代わりに、画像ファイルに関連付けた別ファイルとして記録しても構わない。
【００９０】
　上記通常撮影の処理は、レリーズ操作された「親機」または「子機」がそれぞれ行う。
ペアリング成立中に生成した画像ファイルは、あらかじめ共有設定をしたファイルフォル
ダ内に記録する。
【００９１】
－連携撮影１－
　ペアリング成立中において、「親機」側の電子カメラ１と「子機」側の電子カメラ１と
が異なる撮影条件で撮影するように制御する。たとえば、「親機」のシャッター速度を「
子機」のシャッター速度より速く制御する。連携撮影１を行う設定は、図３に例示した「
操作メニュー」における設定項目に含めて行うことができる。
【００９２】
　図１７は、ペアリング成立中のＣＰＵ２０が連携撮影１を行う場合に繰り返し実行する
処理の流れを例示するフローチャートである。「親機」側の電子カメラ１と「子機」側の
電子カメラ１の双方のＣＰＵ２０がそれぞれ実行する。図１７のステップＳ１０１におい
て、ＣＰＵ２０は、ペアリングの相手の電子カメラ１から送信されるレリーズ信号を受信
したか否かを判定する。レリーズ信号は、「親機」および「子機」のうちレリーズボタン
２３ａ（図２）が押下操作された電子カメラ１が他方の電子カメラ１へ撮影を指示する信
号である。
【００９３】
　ＣＰＵ２０は、レリーズ信号を受信した場合にステップＳ１０１を肯定判定してステッ
プＳ１１１へ進む。ステップＳ１１１～ステップＳ１１５の処理は、ペアリング成立中に
「親機」および「子機」のうちレリーズボタン２３ａ（図２）が押下操作されなかった方
の電子カメラ１のＣＰＵ２０が行う処理に相当する。
【００９４】
　ＣＰＵ２０は、レリーズ信号を受信しない場合にはステップＳ１０１を否定判定してス
テップＳ１０２へ進む。レリーズボタン２３ａが「親機」および「子機」のいずれかで操
作されるまでは、双方の電子カメラ１のＣＰＵ２０がそれぞれステップＳ１０１～ステッ
プＳ１０４の処理を繰り返す。
【００９５】
　ステップＳ１０２において、ＣＰＵ２０は、構図ガイド機能がオンされているか否かを
判定する。構図ガイドは、ペアリング成立中に「親機」および「子機」が共通の被写体を
異なる撮影アングルで撮影するようにガイドを行う機能である。構図ガイドのオン／オフ
設定は、あらかじめ、図３に例示した「操作メニュー」における設定項目に含めて行うこ
とができる。
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【００９６】
　ＣＰＵ２０は、構図ガイド機能がオン設定されている場合にステップＳ１０２を肯定判
定してステップＳ１０３へ進み、構図ガイド機能がオン設定されていない場合にはステッ
プＳ１０２を否定判定してステップＳ１０４へ進む。
【００９７】
　ステップＳ１０３において、ＣＰＵ２０は構図ガイドを行う。図１３および図１５は、
「親機」であるＸさんの電子カメラ１のＬＣＤモニタ１７に表示されるスルー画像を例示
する図である。図１４および図１６は、「子機」であるＢさんの電子カメラ１のＬＣＤモ
ニタ１７に表示されるスルー画像を例示する図である。
【００９８】
　「親機」および「子機」は、それぞれ自身で取得したスルー画像をＬＣＤモニタ１７に
再生表示している。各ＣＰＵ２０は、スルー画像に基づいて「顔」検出処理を行い、「顔
」を検出した場合には当該「顔」を示す枠をスルー画像に重ねて表示させる。ＣＰＵ２０
は、「顔」領域のデータから得られる輪郭と目鼻の位置関係に基づいて、撮影方向を判定
し、どちらへ動くべきかをＬＣＤモニタ１７上にガイド表示する。
【００９９】
　図１３の場合、「親機」であるＸさんが被写体人物の左へ回って電子カメラ１を構える
ように促すべく、目安となる顔アイコンと矢印を点灯表示させ、さらにアングルガイド中
であることを示す「アングルガイド」を点滅表示させる。図１４の場合、「子機」である
Ｂさんが被写体人物の右へ回って電子カメラ１を構えるように促すべく、目安となる顔ア
イコンと矢印を点灯表示させ、さらにアングルガイド中であることを示す「アングルガイ
ド」を点滅表示させる。
【０１００】
　ＣＰＵ２０は、顔アイコンと目鼻の位置関係が合致したら、「ＯＫ」表示させて撮影を
促す（図１５、図１６）。「ＯＫ」表示していない状態でも撮影は可能である。なお、顔
アイコンや「アングルガイド」表示、「ＯＫ」表示が撮影画像に含まれるわけではない。
【０１０１】
　ステップＳ１０４において、ＣＰＵ２０は、レリーズボタン２３ａ（図２）が押下操作
されたか否かを判定する。ＣＰＵ２０は、レリーズボタン２３ａの押下を示す操作信号が
操作部材２３から入力された場合にステップＳ１０４を肯定判定してステップＳ１０５へ
進み、レリーズボタン２３ａの押下を示す操作信号が操作部材２３から入力されない場合
には、ステップＳ１０４を否定判定してステップＳ１０１へ戻る。ステップＳ１０１へ戻
る場合は上述した処理を繰り返す。
【０１０２】
　ステップＳ１０５～ステップＳ１１０の処理は、ペアリング成立中に「親機」および「
子機」のうちレリーズボタン２３ａが押下操作された電子カメラ１のＣＰＵ２０が行う処
理である。
【０１０３】
　ステップＳ１０５において、ＣＰＵ２０は、所定の自動露出演算（ＡＥ）および自動焦
点調節処理（ＡＦ）を行ってステップＳ１０６へ進む。ステップＳ１０６において、ＣＰ
Ｕ２０は通信制御回路２２へ指示を送り、他方の電子カメラ１へレリーズ信号を送信させ
てステップＳ１０７へ進む。ＣＰＵ２０は、レリーズ信号とともに、露出演算結果を含む
撮影条件（たとえば、シャッター速度、絞り値、感度、焦点距離、ホワイトバランス調整
値、画質調整情報など）を示すデータを他方の電子カメラ１へ送信させる。
【０１０４】
　画質調整情報は、どの画質調整アルゴリズムを適用するかを示す情報である。画質調整
アルゴリズムとして、たとえば、「スタンダード」、「ニュートラル」、「ビビッド」、
「モノクローム」をあらかじめ用意しておき、画像処理（ステップＳ１０８）において適
用するアルゴリズムを示す。
【０１０５】
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　「スタンダード」は、標準的な画像に仕上げる画質調整アルゴリズムである。「ニュー
トラル」は、素材の自然な色あいを重視して仕上げる画質調整アルゴリズムである。「ビ
ビッド」は、鮮やかな画像に仕上げる画質調整アルゴリズムである。具体的には、彩度を
高めて赤色と緑色を鮮やかに加工するとともに、コントラストを高めてシャープな画像を
得る。「モノクローム」は、白黒画像に仕上げる画質調整アルゴリズムである。
【０１０６】
　ステップＳ１０７において、ＣＰＵ２０は、撮像処理を行わせてステップＳ１０８へ進
む。ステップＳ１０８において、ＣＰＵ２０は画像処理回路１４に指示を送り、取得した
画像データに対して所定の画像処理を行わせてステップＳ１０９へ進む。ステップＳ１０
９において、ＣＰＵ２０は、画像処理後の画像データを含む画像ファイルを生成してステ
ップＳ１１０へ進む。ステップＳ１１０において、ＣＰＵ２０はメモリカードインターフ
ェース２１へ指示を送り、画像ファイルを記憶媒体５１に記録させて図１７による処理を
終了する。
【０１０７】
　上述したステップＳ１０１を肯定判定した場合は、他方の電子カメラ１からのレリーズ
信号に応じて撮影処理を行う。ステップＳ１１１において、ＣＰＵ２０は、所定の自動露
出演算（ＡＥ）および自動焦点調節処理（ＡＦ）を行ってステップＳ１１２へ進む。この
場合の自動露出演算（ＡＥ）では、レリーズボタン２３ａが押下操作された方の電子カメ
ラ１から送信されている撮影条件を示すデータに基づいて、「親機」のシャッター速度を
「子機」のシャッター速度より速くするように露光条件を異ならせる。たとえば、「親機
」のシャッター速度が１／１０００秒で、「子機」のシャッター速度が１／２５０秒とす
る。このため、ＣＰＵ２０は適正露出が得られるように絞り値または感度を変える。
【０１０８】
　ステップＳ１１２において、ＣＰＵ２０は、撮像処理を行わせてステップＳ１１３へ進
む。ステップＳ１１３において、ＣＰＵ２０は画像処理回路１４に指示を送り、取得した
画像データに対して所定の画像処理を行わせてステップＳ１１４へ進む。レリーズボタン
２３ａが押下操作された方の電子カメラ１から送信されている撮影条件を示すデータに基
づいて、共通の画質調整アルゴリズムやホワイトバランス調整値を用いたり、異なる画質
調整アルゴリズムやホワイトバランス調整値を用いたりすることができる。共通のアルゴ
リズムや調整値を使うか、あるいは異なるアルゴリズムや調整値を使うかは、あらかじめ
、図３に例示した「操作メニュー」における設定項目に含めて行うことができる。
【０１０９】
　ステップＳ１１４において、ＣＰＵ２０は、画像処理後の画像データを含む画像ファイ
ルを生成してステップＳ１１５へ進む。ステップＳ１１５において、ＣＰＵ２０はメモリ
カードインターフェース２１へ指示を送り、画像ファイルを記憶媒体５１に記録させて図
１７による処理を終了する。
【０１１０】
－連携撮影２－
　ペアリング成立中において、「親機」側の電子カメラ１および「子機」側の電子カメラ
１の一方が撮影中のときは、他方の電子カメラ１が待機し、撮影中の電子カメラ１の撮影
が終了したら、待機中の電子カメラ１の撮影が可能になるように制御する。連携撮影２を
行う設定は、図３に例示した「操作メニュー」における設定項目に含めて行うことができ
る。
【０１１１】
　図１８は、ペアリング成立中のＣＰＵ２０が連携撮影２を行う場合に繰り返し実行する
処理の流れを例示するフローチャートである。「親機」側の電子カメラ１と「子機」側の
電子カメラ１の双方のＣＰＵ２０がそれぞれ実行する。図１８のステップＳ２０１におい
て、ＣＰＵ２０は、ペアリングの相手の電子カメラ１から送信される撮像中信号を受信し
たか否かを判定する。撮像中信号は、「親機」および「子機」のうちレリーズボタン２３
ａ（図２）の押下操作に応じて撮像中の電子カメラ１が他方の電子カメラ１へ撮像中であ
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ることを知らせる信号である。
【０１１２】
　ＣＰＵ２０は、撮像中信号を受信した場合にステップＳ２０１を肯定判定してステップ
Ｓ２１１へ進む。ステップＳ２１１およびステップＳ２１２の処理は、ペアリング成立中
に「親機」および「子機」のうち待機する方の電子カメラ１のＣＰＵ２０が行う処理に相
当する。
【０１１３】
　ＣＰＵ２０は、撮像中信号を受信しない場合にはステップＳ２０１を否定判定してステ
ップＳ２０２へ進む。レリーズボタン２３ａが「親機」および「子機」のいずれかで操作
されるまでは、双方の電子カメラ１のＣＰＵ２０がそれぞれステップＳ２０１～ステップ
Ｓ２０２の処理を繰り返す。
【０１１４】
　ステップＳ２０２において、ＣＰＵ２０は、レリーズボタン２３ａ（図２）が押下操作
されたか否かを判定する。ＣＰＵ２０は、レリーズボタン２３ａの押下を示す操作信号が
操作部材２３から入力された場合にステップＳ２０２を肯定判定してステップＳ２０３へ
進み、レリーズボタン２３ａの押下を示す操作信号が操作部材２３から入力されない場合
には、ステップＳ２０２を否定判定してステップＳ２０１へ戻る。ステップＳ２０１へ戻
る場合は上述した処理を繰り返す。
【０１１５】
　ステップＳ２０３～ステップＳ２１０の処理は、ペアリング成立中に「親機」および「
子機」のうちレリーズボタン２３ａが押下操作された電子カメラ１のＣＰＵ２０が行う処
理である。
【０１１６】
　ステップＳ２０３において、ＣＰＵ２０は通信制御回路２２へ指示を送り、他方の電子
カメラ１へ撮像中を示す信号を送信させてステップＳ２０４へ進む。ステップＳ２０４に
おいて、ＣＰＵ２０は、所定の自動露出演算（ＡＥ）および自動焦点調節処理（ＡＦ）を
行ってステップＳ２０５へ進む。
【０１１７】
　ステップＳ２０５において、ＣＰＵ２０は、撮像処理を行わせてステップＳ２０６へ進
む。ステップＳ２０６において、ＣＰＵ２０は、レリーズボタン２３ａ（図２）が押下操
作されているか否かを判定する。ＣＰＵ２０は、レリーズボタン２３ａの押下を示す操作
信号が操作部材２３から継続して入力されている場合にステップＳ２０６を肯定判定して
ステップＳ２０４へ戻り、上述した処理を繰り返す（連写撮影）。
【０１１８】
　ＣＰＵ２０は、レリーズボタン２３ａの押下を示す操作信号が操作部材２３から入力さ
れていない場合には、ステップＳ２０６を否定判定してステップＳ２０７へ進む。ステッ
プＳ２０７において、ＣＰＵ２０は通信制御回路２２へ指示を送り、他方の電子カメラ１
へ撮像終了を示す信号を送信させてステップＳ２０８へ進む。
【０１１９】
　ステップＳ２０８において、ＣＰＵ２０は画像処理回路１４に指示を送り、取得した画
像データに対して順番に所定の画像処理を行わせてステップＳ２０９へ進む。ステップＳ
２０９において、ＣＰＵ２０は、画像処理後の画像データを含む画像ファイルを生成して
ステップＳ２１０へ進む。ステップＳ２１０において、ＣＰＵ２０はメモリカードインタ
ーフェース２１へ指示を送り、画像ファイルを記憶媒体５１に記録させて図１８による処
理を終了する。
【０１２０】
　上述したステップＳ２０１を肯定判定した場合は、他方の電子カメラ１からの撮像終了
を示す信号を受信するまで撮影処理を行わない。ステップＳ２１１において、ＣＰＵ２０
は、ペアリングの相手の電子カメラ１から送信される撮像終了を示す信号を受信したか否
かを判定する。ＣＰＵ２０は、撮像終了信号を受信した場合にステップＳ２１１を肯定判
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定してステップＳ２１２へ進む。ＣＰＵ２０は、撮像終了信号を受信しない場合にはステ
ップＳ２１１を否定判定し、当該判定処理を繰り返しながら撮像終了信号を待つ。ＣＰＵ
２０は、撮像終了信号を待っている間は、たとえば「待機中です」というメッセージをＬ
ＣＤモニタ１７に表示させる。
【０１２１】
　ステップＳ２１２において、ＣＰＵ２０は、レリーズボタン２３ａ（図２）が押下操作
されたか否かを判定する。ＣＰＵ２０は、レリーズボタン２３ａの押下を示す操作信号が
操作部材２３から入力された場合にステップＳ２１２を肯定判定してステップＳ２０３へ
進み、レリーズボタン２３ａの押下を示す操作信号が操作部材２３から入力されない場合
には、ステップＳ２１２を否定判定してステップＳ２０１へ戻る。ステップＳ２０１へ戻
る場合は上述した処理を繰り返す。
【０１２２】
－通常撮影－
　ペアリング成立中において、「親機」側の電子カメラ１および「子機」側の電子カメラ
１は、それぞれが単独で撮影可能に制御する。通常撮影を行う設定は、図３に例示した「
操作メニュー」における設定項目に含めて行うことができる。
【０１２３】
　図１９は、ペアリング成立中のＣＰＵ２０が通常撮影を行う場合に繰り返し実行する処
理の流れを例示するフローチャートである。「親機」側の電子カメラ１と「子機」側の電
子カメラ１の双方のＣＰＵ２０が、それぞれ実行する。
【０１２４】
　図１９のステップＳ３０１において、ＣＰＵ２０は、レリーズボタン２３ａ（図２）が
押下操作されたか否かを判定する。ＣＰＵ２０は、レリーズボタン２３ａの押下を示す操
作信号が操作部材２３から入力された場合にステップＳ３０１を肯定判定してステップＳ
３０２へ進み、レリーズボタン２３ａの押下を示す操作信号が操作部材２３から入力され
ない場合には、ステップＳ３０１を否定判定して当該処理を繰り返す。
【０１２５】
　ステップＳ３０２において、ＣＰＵ２０は、所定の自動露出演算（ＡＥ）および自動焦
点調節処理（ＡＦ）を行ってステップＳ３０３へ進む。ステップＳ３０３において、ＣＰ
Ｕ２０は、撮像処理を行わせてステップＳ３０４へ進む。ステップＳ３０４において、Ｃ
ＰＵ２０は画像処理回路１４に指示を送り、取得した画像データに対して所定の画像処理
を行わせてステップＳ３０５へ進む。ステップＳ３０５において、ＣＰＵ２０は、画像処
理後の画像データを含む画像ファイルを生成してステップＳ３０６へ進む。ステップＳ３
０６において、ＣＰＵ２０はメモリカードインターフェース２１へ指示を送り、画像ファ
イルを記憶媒体５１に記録させて図１９による処理を終了する。
【０１２６】
６．パスワードの共有
　ペアリング成立中に「親機」および「子機」間でパスワードを共有してもよい。たとえ
ば、ペアリング成立中に「親機」および「子機」のいずれか一方でパスワードを設定した
場合、そのパスワード情報を他方の電子カメラ１へ送信し、「親機」および「子機」間で
パスワードを共有する。パスワードの設定は、たとえば、メニュー画面において行う。
【０１２７】
　共有パスワードを設定した以降は、ペアリング成立中に「親機」および「子機」のいず
れか一方で当該共有パスワードを入力して行った設定変更内容を、他方の電子カメラ１へ
送信して該他方の電子カメラ１に反映させる。たとえば、上述した通常撮影を行うか、連
携撮影を行うかの設定を「親機」側で行った場合、自動的に「子機」側にも適用させる。
【０１２８】
　共有パスワードを入力して行う設定変更項目には、上述したランクアップまたはランク
ダウン操作を含めてもよい。この場合には、操作部材２３が操作された側の電子カメラ１
からペアリング成立相手側の電子カメラ１へ上述したようなランク変更要求を示す信号を
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送ることなく、ランクアップまたはランクダウン後のランクを示す情報をペアリング成立
相手側の電子カメラ１へ送る。
【０１２９】
　ペアリング成立相手側から変更後のランクを示す情報を受信したＣＰＵ２０は、受信情
報に基づいてランクアップまたはランクダウンを行い、「ランク変更を行いました。」と
いうメッセージをＬＣＤモニタ１７に表示させる。
【０１３０】
　以上説明したようにパスワードを共有することで、「親機」および「子機」でそれぞれ
同じ設定を行うことなく、一方から設定変更できるようになるので使い勝手を向上させる
ことができる。
【０１３１】
　以上説明した実施形態によれば、次の作用効果が得られる。
（１）電子カメラ１は、外部の電子カメラとの間で通信を行う通信制御回路２２と、外部
の電子カメラに関する情報を登録するフラッシュメモリ１９、ＣＰＵ２０と、フラッシュ
メモリ１９、ＣＰＵ２０により登録された情報に基づいて、通信制御回路２２を介して通
信を行う外部の電子カメラを設定するＣＰＵ２０と、該ＣＰＵ２０により設定された外部
の電子カメラが起動されていない場合、ＣＰＵ２０により設定された外部の電子カメラを
起動させるＣＰＵ２０、通信制御回路２２と、ＣＰＵ２０により設定された外部の電子カ
メラから取得した情報に基づき、ＣＰＵ２０により設定された外部の電子カメラが作動可
能な状態にあるかを判定するＣＰＵ２０とを備えたので、特定の電子カメラと簡単にペア
にさせることができる。
【０１３２】
（２）上記（１）のＣＰＵ２０により登録される外部の電子カメラに関する情報は、顔情
報としたので、特定の電子カメラの識別に好適である。
【０１３３】
（３）上記（２）の電子カメラ１において、撮像した画像データを出力する撮像素子１２
と、撮像素子１２から出力された画像データに基づき、顔検出を行うＣＰＵ２０と、を備
え、上記設定するＣＰＵ２０は、検出された顔が登録された顔情報の中に存在する場合に
、通信を行う外部の電子カメラに設定するので、特定の電子カメラと簡単にペア通信させ
ることができる。
【０１３４】
（４）上記（１）の電子カメラ１において、ＣＰＵ２０は、通信制御回路２２を介して取
得した外部の電子カメラに関する情報が、フラッシュメモリ１９、ＣＰＵ２０により登録
された外部の電子カメラの情報の中に存在する場合に、通信を行う外部の電子カメラに設
定するようにしたので、特定の電子カメラと簡単にペア通信させることができる。
【０１３５】
（５）上記電子カメラ１において、通信制御回路２２は、通信を開始後、所定時間が経過
したとき、通信を終了するようにしたので、使用者が終了操作を忘れた場合でも、自動的
にペア通信を終了できる。
【０１３６】
　以下、本発明に係るその他の実施形態を変形例として説明する。本発明は、上述の実施
形態および下記の変形例に限定されるものではなく、上述の実施形態と以下の変形例とを
組合せて構成されてもよいし、また、上述した実施形態の一部に代えて以下の変形例を採
用して構成されてもよい。
（変形例１）
　上述した図６の処理において、ステップＳ１３（図６）を肯定判定した場合に、返信し
てきた（ステップＳ１２）電子カメラ１の識別情報がフラッシュメモリ１９内に保存され
ているか否かを調べるように構成してもよい。上述したように、ＣＰＵ２０は、ペアリン
グ終了する際にペアリング成立相手を示す識別情報（たとえば、電子カメラ１のＩＤ）ご
とに、ペアリング成立回数およびペアリング累積時間をフラッシュメモリ１９内に保存し
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ている。そこで、この保存情報を参照することにより、返信してきた電子カメラ１の識別
情報が保存されている場合には、ペアリング実績のある相手と判定してステップＳ１６へ
進み、ペアリングを成立させる。
【０１３７】
　一方、返信してきた電子カメラ１の識別情報がフラッシュメモリ１９内に保存されてい
ない場合は、当該返信元の電子カメラ１に対して、返信元の電子カメラ１内に保存されて
いるペアリング成立相手を示す識別情報を要求する。要求を受けた返信元の電子カメラ１
が上記識別情報を含めて返信すると、この返信を受け取ったＣＰＵ２０は、フラッシュメ
モリ１９に保存されている識別情報と、返信に含まれる識別情報とを照合し、共通のペア
リング相手が含まれているか否かを調べる。
【０１３８】
　照合の結果、共通するペアリング相手が存在した場合のＣＰＵ２０は、「友人の友人」
である相手として判定し、「共通のペア相手がいます。新規ペアリングを行いますか？」
というメッセージをＬＣＤモニタ１７に表示させる。ＣＰＵ２０は、「ＯＫ」操作を示す
操作信号が操作部材２３から入力された場合にペアリングを開始するべくステップＳ１６
へ進む。
【０１３９】
　上記メッセージをＬＣＤモニタ１７に表示させたものの「ＯＫ」操作を示す操作信号が
操作部材２３から入力されない場合、および上記照合の結果、共通するペアリング相手が
存在しなかった場合のＣＰＵ２０は、ペアリングを開始することなくステップＳ１１へ戻
る。以上説明した変形例１によれば、共通する友人を有する相手が所有する電子カメラ１
との間のペアリングを促すことができる。
【０１４０】
（変形例２）
　ペアリング成立中において、通信状態（通信距離）に応じて上述したペアリング時のラ
ンクをリアルタイムに変化させてもよい。「親機」側のＣＰＵ２０は、受信信号レベルが
通信距離に応じて変化することから、通信制御回路２２における受信信号レベルに応じて
ランクを変化させる。メインＣＰＵ２０は、ペアリング成立中であってランク３およびラ
ンク２の場合、それぞれ受信信号レベルが判定閾値より低下した場合にランクダウンさせ
る。この場合、変更内容をペアリング成立相手の識別情報に関連づけてフラッシュメモリ
１９に保存するとともに、変更後のランクに応じて閲覧制限やコピー制限を行う。ランク
情報は、「親機」から「子機」へ送信し、「親機」が管理する。
【０１４１】
　ペアリング時のランクをリアルタイムに変化させることで、ペアリング成立中に「親機
」および「子機」間で行う画像閲覧時のローパスフィルタ処理がリアルタイムに変化する
。このため、変形例２によれば、ペアリング成立相手側の電子カメラ１のファイルフォル
ダに含まれる撮影画像を自己の電子カメラ１に再生表示させて閲覧する場合に、自己の電
子カメラ１のＬＣＤモニタ１７に再生表示される再生画像のぼけ具合が通信状態（通信距
離）に応じて変化するので、ペアリング成立相手との距離を直感的につかむことができる
。
【０１４２】
（変形例３）
　ペアリング成立中において、ペアリングの相手に閲覧許可（公開）する画像（自己側で
あらかじめ共有設定をしたファイルフォルダ内の画像）と、相手から閲覧許可された画像
（相手側であらかじめ共有設定されたファイルフォルダ内の画像）との類似度に応じてペ
アリング時のランクを変化させてもよい。類似度の高低は、公知のパターンマッチング手
法を用いて判定する。「親機」側のＣＰＵ２０は、類似度が高いほどランクを上げ、類似
度が低いほどランクを下げる。変更内容をペアリング成立相手の識別情報に関連づけてフ
ラッシュメモリ１９に保存するとともに、変更後のランクに応じて閲覧制限やコピー制限
を行う点、ランク情報を「親機」から「子機」へ送信し、「親機」が管理する点は、上述
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した場合と同様である。
【０１４３】
　一般に、同じサークル等で活動する仲間同士や、行動を共にする友人は、同じような被
写体を撮影する可能性が高い。撮影画像の類似度合いに応じてランクを分けるようにする
ことで、撮影に関して嗜好が近いペアリング相手を自動的にグルーピングできる。
【０１４４】
（変形例４）
　ペアリング成立中において、ペアリングの相手に閲覧許可（公開）する画像（自己側で
あらかじめ共有設定をしたファイルフォルダ内の画像）と、相手から閲覧許可された画像
（相手側であらかじめ共有設定をしたファイルフォルダ内の画像）とで、撮影位置（ＧＰ
Ｓ情報）を比較してペアリング時のランクを変化させてもよい。「親機」側のＣＰＵ２０
は、撮影位置が近いほどランクを上げ、撮影位置が遠いほどランクを下げる。変更内容を
ペアリング成立相手の識別情報に関連づけてフラッシュメモリ１９に保存するとともに、
変更後のランクに応じて閲覧制限やコピー制限を行う点、ランク情報を「親機」から「子
機」へ送信し、「親機」が管理する点は、上述した場合と同様である。
【０１４５】
　一般に、同じサークル等で活動する仲間同士や、行動を共にする友人は、同じような場
所で撮影する可能性が高い。撮影位置が合致する度合いに応じてランクを分けるようにす
ることで、撮影に関して嗜好が近いペアリング相手を自動的にグルーピングできる。
【０１４６】
（変形例５）
　ペアリング成立中において、ペアリングの相手に閲覧許可（公開）する画像（自己側で
あらかじめ共有設定をしたファイルフォルダ内の画像）と、相手から閲覧許可された画像
（相手側であらかじめ共有設定をしたファイルフォルダ内の画像）とで、撮影条件を比較
してペアリング時のランクを変化させてもよい。「親機」側のＣＰＵ２０は、撮影条件が
合致するほどランクを上げ、撮影条件が異なるほどランクを下げる。変更内容をペアリン
グ成立相手の識別情報に関連づけてフラッシュメモリ１９に保存するとともに、変更後の
ランクに応じて閲覧制限やコピー制限を行う点、ランク情報を「親機」から「子機」へ送
信し、「親機」が管理する点は、上述した場合と同様である。
【０１４７】
　一般に、同様の撮影条件で撮影する人は撮影に関して嗜好が近い可能性が高い。撮影条
件が合致する度合いに応じてランクを分けるようにすることで、撮影に関して嗜好が近い
ペアリング相手を自動的にグルーピングできる。
【０１４８】
（変形例６）
　ペアリング成立条件によってランクを変化させてもよい。「親機」側のＣＰＵ２０は、
上述した「握手」によってペアリングを成立させた場合に、通常のランク（すなわち、フ
ラッシュメモリ１９に記録している管理情報であって、ペアリング成立回数およびペアリ
ング累積時間に応じて決定されるランク）に比べて１段階ランクアップする。人体通信に
よってペアリング成立する場合は親密度が高いことが想定されるので、自動的にランクア
ップさせて使い勝手をよくする。このようにランクアップする場合も、変更内容をペアリ
ング成立相手の識別情報に関連づけてフラッシュメモリ１９に保存するとともに、変更後
のランクに応じて閲覧制限やコピー制限を行う点、ランク情報を「親機」から「子機」へ
送信し、「親機」が管理する点は、上述した場合と同様である。変形例６によれば、親密
度が高いペアリング相手を自動的にグルーピングできる。
【０１４９】
（変形例７）
　ペアリング成立条件が「顔識別」である場合に、「顔識別」に用いたスルー画像から得
られる笑顔度合いに応じてペアリング時のランクを変化させてもよい。「親機」側のＣＰ
Ｕ２０は、「顔識別」に用いたスルー画像から得られる笑顔度合いが所定値より高い場合
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に、通常のランク（すなわち、フラッシュメモリ１９に記録している管理情報であって、
ペアリング成立回数およびペアリング累積時間に応じて決定されるランク）に比べて１段
階ランクアップする。笑顔度合いが高い場合は親密度が高いことが想定されるので、自動
的にランクアップさせて使い勝手をよくする。
【０１５０】
　本実施形態では、笑顔度合いの判定を笑顔検出時に行う。ＣＰＵ２０は、スルー画像デ
ータのうち特定した人物の顔の領域に対応するデータに基づいて笑顔であるか否かを判定
する。笑顔判定処理は、公知の技術であるため説明を省略する。ＣＰＵ２０はさらに、笑
顔を判定した場合には当該笑顔についての笑顔レベルを判定する。笑顔レベルは、たとえ
ば、２（大笑い）と、１（中笑い）と、０（微笑み）との３段階に分ける。ＣＰＵ２０は
、笑顔レベルが２の場合に通常ランクより１段階ランクアップする。
【０１５１】
（変形例８）
　上述した連携撮影１において、「親機」の焦点距離を「子機」の焦点距離より長くする
ように撮影条件を異ならせてもよい。たとえば、「親機」の焦点距離が８５mm相当の場合
、「子機」の焦点距離を３５mm相当とする。「親機」側の電子カメラ１および「子機」側
の電子カメラ１による撮影画像がお互い似てしまうことが避けられる。そして、「ワイド
」で撮影した方（本例では３５mm相当）の電子カメラ１で用いるホワイトバランス調整値
を、他方の電子カメラ１で用いるホワイトバランス調整値として用いるようにする。
【０１５２】
　一般に、「ワイド」で撮影した方が「ズーム」で撮影した場合より撮影画面内の色情報
が多いので、より適切なホワイトバランス調整値が得られる。このホワイトバランス調整
値を「親機」および「子機」の双方で共通に用いることで、異なる調整値を用いる場合に
比べて、両電子カメラ１で撮影された色合いを揃えることができる。このような制御は、
同一被写体を略同一時刻で連携撮影するときに好適である。
【０１５３】
　また、「親機」と「子機」との間で異なる焦点距離に制御する場合は「親機」と「子機
」との間で同じシャッター速度に揃えてもよい。撮像条件のこのような設定は、動いてい
る同一被写体を略同一時刻で連携撮影するときに好適な設定である。例えば、被写体が止
まっている画像または被写体が流れている画像のいずれかを同時に取得することができる
。また、「親機」と「子機」との間で同じ焦点距離に制御する場合に「親機」と「子機」
との間で異なる絞り値に制御してもよい。このような設定は、同一被写体を略同一時刻で
連結撮影したときに好適な設定であり、例えば、ボケ感の異なる画像を同時に取得するこ
とができる。そのため、ユーザは撮影後に好みの画像を選択することができる。「親機」
と「子機」との間で同じ焦点距離に制御する場合に「親機」と「子機」との間で異なるシ
ャッター速度に設定してもよい。このような設定は、動いている同一被写体を略同一時刻
で連携撮影するときに好適な設定である。例えば、被写体が止まっている画像と、被写体
が流れている画像とを同時に取得することができる。上記は一例であり、撮影条件として
「親機」と「子機」との間で任意に種々の組み合わせを行うようにしてもよい。撮影条件
の例としては、上記のように、撮影光学系の変倍比、シャッター速度、絞り値、感度およ
び色調整処理情報などが挙げられる。
【０１５４】
（変形例９）
　上述した連携撮影２の説明では、レリーズボタン２３ａの押下操作が継続される間、連
写撮影する例を説明した。この代わりに、レリーズボタン２３ａが押下操作されてから所
定時間（たとえば１０秒間）が経過するまで連写撮影してもよい。この場合のＣＰＵ２０
は、ステップ２０６（図１８）において、ステップＳ２０２（またはＳ２１２）を肯定判
定してからの経過時間が上記所定時間に達した場合に肯定判定させる。
【０１５５】
（変形例１０）
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　あるいは、レリーズボタン２３ａが押下操作されてからの連写撮影枚数が所定コマ（た
とえば３０コマ）に達するまで連写撮影してもよい。この場合のＣＰＵ２０は、ステップ
２０６において、ステップＳ２０２（またはＳ２１２）を肯定判定してからの連写コマ数
が上記所定コマに達した場合に肯定判定させる。
【０１５６】
（変形例１１）
　上述した連写撮影画像を静止画像として記録する代わりに、動画ファイルを生成して記
録する構成にしても構わない。また、一方の電子カメラ１が静止画像として記録し、他方
の電子カメラ１が動画像として記録するようにしてもよい。
【０１５７】
（変形例１２）
　一方の電子カメラ１で撮影中に、他方の電子カメラ１を撮影待機させるようにしたが、
当該撮影待機中に録音させるように構成してもよい。この場合のＣＰＵ２０は、ステップ
Ｓ２０１を肯定判定したらマイク２６に録音のための集音を開始させ、ステップＳ２１１
を肯定判定するまで集音を継続させる。
【０１５８】
　ＣＰＵ２０は音声処理回路２５へ指示を送り、マイク２６で集音された音声信号を逐次
増幅、およびデジタル音声データに変換させる。ＣＰＵ２０は、音声ファイル内のヘッダ
領域（タグ領域）に、ペアリング成立中に録音した音声であることを示す情報を含める。
そして、メモリカードインターフェース２１へ指示を送り、音声ファイルを記憶媒体５１
に記録させる。ペアリング成立中に録音した音声であることを示す情報は、ペアリングの
相手の識別情報、録音および時刻合わせ後の計時に基づく録音時刻情報を含む。
【０１５９】
　なお、ペアリング成立中に録音した音声であることを示す情報は、音声ファイルのヘッ
ダ領域に記録する代わりに、音声ファイルに関連付けた別ファイルとして記録しても構わ
ない。
【０１６０】
（変形例１３）
　上述した説明では、「カメラタッチ」の場合の「親機」と「子機」とを上下判定に基づ
いて決定するようにしたが、「親機」と「子機」とを左右判定に基づいて決定するように
してもよい。この場合のＣＰＵ２０は、ステップＳ２５（図６）において、たとえば左側
判定処理を行う。左側判定とは、電子カメラ１相互が接触した場合にどちらの電子カメラ
１が左側に位置するかを判定するものであり、本変形例では電子カメラ１を背面側から見
た場合に左手方向に位置するものを「左」側とする。
【０１６１】
　ＣＰＵ２０は、姿勢センサ２４からの検出信号に基づく重力方向、および通信制御回路
２２からの信号に基づく接触電極情報に基づいて、図２０に例示する判定テーブルを参照
して左側判定を行う。たとえば、電子カメラ１を縦位置（右側面を下方）に保持して、レ
リーズボタン２３ａを有する面にて他の電子カメラ１の左側面（正位置）をカメラタッチ
した場合を例に説明する。電子カメラ１のＣＰＵ２０は、重力方向が送受信電極２２ｄ側
であって、接触電極が該送受信電極２２ｂであることから、「左」判定をする。変形例１
３では、「左」判定した方をペアリングにおける「親機」とし、「右」判定した方をペア
リングにおける「子機」とする。一方、上記電子カメラ１にカメラタッチされた他の電子
カメラ１のＣＰＵは、重力方向が送受信電極２２ｃ側（正位置）であって、接触電極が左
側面（該送受信電極２２ｅ）であることから、「右」判定をする。
【０１６２】
　「左」判定をした場合のＣＰＵ２０は、ステップＳ２５を肯定判定してステップＳ１６
へ進む。「左」判定をしなかったＣＰＵ２０は、ステップＳ２５を否定判定してステップ
Ｓ２０へ進む。
【０１６３】
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（変形例１４）
　ペアリングにおける時刻合わせについて（図６のステップＳ２７およびＳ２８）、「親
機」の時刻に「子機」の時刻を合わせる例を説明した。この代わりに、「親機」および「
子機」の時刻のうち早い方に合わせたり、受信した標準電波に基づいて時刻補正する機能
を備える方に合わせたりしてもよい。
【０１６４】
（変形例１５）
　上述した説明において、ＣＰＵ２０は、記憶媒体５１の空き容量が所定の空き容量より
少ない場合、他の電子カメラ１側の記憶媒体５１の空き容量が所定の空き容量より少ない
旨の情報を通信によって取得した場合、電池５２の残容量が所定の残容量より少ない場合
、他の電子カメラ１側の電池５２の残容量が所定の残容量より少ない旨の情報を通信によ
って取得した場合の少なくとも１つに該当する場合は、ペアリングを自動終了するように
した。これに加えて、ＣＰＵ２０は、ステップＳ１１（図６）の処理を開始する前の時点
で記憶媒体５１の空き容量が所定の空き容量より少ない場合や、電池５２の残容量が所定
の残容量より少ない場合には、図６による処理を直ちに終了するとよい。
【０１６５】
　さらに、通信要求を受けた（ステップＳ１７）ＣＰＵ２０は、返信（ステップＳ１８）
する前の時点で記憶媒体５１の空き容量が所定の空き容量より少ない場合や、電池５２の
残容量が所定の残容量より少ない場合には、返信することなく図６による処理を終了する
とよい。変形例１５によれば、ペアリング成立中に記憶媒体５１へ記録できなくなったり
、ペアリング成立中に電池５２が消耗して動作不能に陥ったりすることを避けることがで
きる。
【０１６６】
（変形例１６）
　上記実施形態では、ペアリングを成立させる外部機器をあらかじめ登録しておく一例と
して、外部機器を使用する人物の「顔」を登録する例を説明した。この代わりに、外部機
器の名称等を登録するようにしてもよい。この場合は、「ペアリング人物設定」画面（図
５）の代わりに「外部機器設定」画面をＬＣＤモニタ１７に表示させる。「外部機器設定
」画面には、「顔」のサムネイル画像に代わる外部機器リストを表示させる。外部機器リ
ストは、たとえば、各外部機器の名称や型番、ＩＤなどを含む。
【０１６７】
　ＣＰＵ２０は、図５と同様のチェックマークで示される外部機器をペアリング相手とす
べき外部機器として設定する。そして、通信要求（ステップＳ１１（図６））に応じて返
信された情報に含まれるＩＤが、「外部機器設定」画面を用いて設定された外部機器のＩ
Ｄと一致することを条件として、ペアリングを成立させる。
【０１６８】
　なお、この変形例では、通信要求（ステップＳ１１）に応じて返信された情報に含まれ
るＩＤが「外部機器設定」画面を用いて設定された外部機器のＩＤと一致するか否かの判
定を行う一例を説明したが、このステップは必要に応じて変形してもよい。例えば、通信
制御回路２２には常に電源が供給されるような回路構成にしておくことにより、「外部機
器設定」で設定された外部機器から返信を検出できない場合に、ＣＰＵ２０は、当該外部
機器が起動されていない、もしくは電源がオフであると判定し、通信制御回路２２を介し
て当該外部機器を起動させる、もしくは電源をオンさせる信号を送信するようにしてもよ
い。そして、起動後の当該外部機器から返信された情報に基づき、当該外部機器が作動可
能な状態にあるかを判定したうえで、作動可能な場合には、ペアリングを成立させる。外
部機器が作動可能な状態にあるか否かの判定は、外部機器の筐体等に設けられた接触セン
サにより、ユーザによる筐体への接触が検知されたか否かや、ユーザによる外部機器への
操作が検知されたか否かの情報を外部機器から受信して行う。なお、外部機器に設けられ
た送受信用電極２２ｂ～２２ｅを接触センサとして利用してもよい。
　また、この通信要求（ステップＳ１１）の変形例は、外部機器を使用する人物の「顔」
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を登録する例を説明した上記実施形態についても適用可能である。具体的には、ＣＰＵ２
０は、ユーザが登録撮影されている顔をＬＣＤモニタ１７で認識し、例えばＯＫスイッチ
２３ｈを押下したときに、通信制御回路２２を介して相手の電子カメラの電源をオンする
ようにすればよい。また、ＣＰＵ２０は、図５で示したように、ペアリング人物設定画面
においてチェックボックスをチェックした人物が所有している電子カメラ１を通信制御回
路２２を介して起動させるようにしてもよい。この場合、チェックボックスをチェックし
た人物が近くにいるかどうかは不明な場合もあるので、通信距離を１０～１００ｍ以内に
設定して通信するようにすればよい。
　なお、電子カメラ１に被写界を認識するファインダーが備えられている場合には、ＬＣ
Ｄモニタ１７で顔識別するのに代えて、このファインダーにより顔識別するようにしても
よい。
　ペアリング要求により相手の電子カメラ１の電源を起動させるには、上述の顔識別に限
定されるものではなく、人体通信やカメラタッチの際にも適用することができる。この場
合、単なる握手やペアリング要求ではないカメラタッチと識別するために、ＯＫスイッチ
２３ｈを利用するようにしてもよいし、握手の時間が所定時間、例えば、３秒以上続いた
り、カメラタッチが所定時間、例えば、３秒以上続いたりした場合に通信制御回路２２を
介して相手の電子カメラ１の電源をオンにするようにしてもよい。なお、この場合、電子
カメラ１の電源がオンの状態であっても、オフの状態であっても構わない。電子カメラ１
および他の電子カメラ１が、主電源がオフの状態であっても通信制御回路２２に電源が供
給されるよう構成されておれば、電子カメラ１は、通信制御回路２２により人体通信また
はカメラタッチが検知された場合には、主電源をオンにして電子カメラ１を構成する各部
を起動させることができる。
【０１６９】
（変形例１７）
　また、上記実施形態では、ＣＰＵ２０が他の電子カメラ１との間の通信確立後、「顔識
別」したことを条件にペアリングを成立させる例を説明した。この代わりに、ペアリング
モード設定時において、通信確立前に「顔識別」をしてから、他の電子カメラ１との間で
通信を開始するように構成してもよい。この場合は、上記実施形態のように、外部機器と
通信を開始する前に、複数のペアリング成立条件の中からいずれか１のペアリング成立条
件が予め設定されていてもよいし、いずれのペアリング成立条件も設定されておらずとも
よい。上述したように、ＣＰＵ２０は「顔識別」に用いるスルー画像をＬＣＤモニタ１７
にリアルタイムに再生表示させるとともに、「顔識別」した場合には当該「顔」を示す枠
などの表示をスルー画像に重ねて表示させる。ＣＰＵ２０は、この状態で自動的に通信を
開始し、ペアリングを成立させてもよいし、「顔識別」した状態であって、かつＯＫスイ
ッチ２３ｈが押下操作された場合に通信を開始し、ペアリングを成立させてもよい。
【０１７０】
　また、ＣＰＵ２０は、複数の「顔」を識別した場合には、それぞれの「顔」を示す枠を
表示させるとともに、１番大きい顔（表示画面に占める割合が最大）に対応する枠を選択
し、他の枠と異なる態様（輝度もしくは色が異なる）で表示させる。選択枠は、十字スイ
ッチ２３ｇが操作された場合に、該操作方向に位置する「顔」を囲む枠と切り替える。Ｃ
ＰＵ２０は、ＯＫスイッチ２３ｈが押下操作された時点で選択している枠に対応する「顔
」に関連づけられているＩＤと一致する外部機器との間で通信を開始し、ペアリングを成
立させる。
【０１７１】
（変形例１８）
　また、上記実施形態では、外部機器と通信を開始する前に、複数のペアリング成立条件
の中からいずれか１のペアリング成立条件を予め設定する一例を説明したが、通信の開始
前に必ずペアリング成立条件を設定する構成でなくともよい。例えば、モードスイッチ２
３ｄの操作によりペアリングモードに設定されている場合には、ＣＰＵ２０は、「顔識別
」、「握手」および「カメラタッチ」の少なくとも１つの判別処理を行うように構成され
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てもよい。ＣＰＵ２０は、通信制御回路２２を介して「握手」または「カメラタッチ」を
検出した場合には、他の電子カメラ１との間で自動的に通信を開始し、ペアリングを成立
させるようにする。
　また、ペアリング成立条件が、例えば「通常」に設定されていたとしても、ＣＰＵ２０
が「握手」または「カメラタッチ」を検出した場合には、他の電子カメラ１との間で自動
的に通信を開始し、ペアリングを成立させるようにしてもよい。
　なお、これらの場合、自動的に通信を開始する代わりに、ＣＰＵ２０が「握手」および
「カメラタッチ」を検出したならば、ＣＰＵ２０は、ＬＣＤモニタ１７にペアリングを成
立させてもよいか否かを問い合わせる旨の表示をし、ＯＫスイッチ２３ｈが押下操作され
た場合に通信を開始するようにしてもよい。本変形例においては、好適には、ＣＰＵ２０
は、無線通信回路により検出された受信信号の強度が最も高いと判定された外部機器との
間で無線通信を確立し、ペアリングを成立させる。
【０１７２】
（変形例１９）
　上記実施形態では、ペアリングモードの終了に関して、ペアリングオフタイマーの設定
にしたがって終了する一例を説明した。この代わりに、「握手」している時間に応じてペ
アリングモードの滞在時間を設定してもよい。上述したように、通信制御回路２２は、Ｃ
ＰＵ２０からの指示に応じて人体を介して通信を行う人体通信機能を備える。ＣＰＵ２０
は、通信制御回路２２を介して「握手」している時間を計測し、計測時間に応じてペアリ
ングモードの滞在時間を設定する。また、この場合、ＣＰＵ２０は、ペアリングの終了を
ペアリングモード解除操作、および「握手」時間により決定されたペアリングモード滞在
時間の経過時のいずれか早い方にペアリングを終了させるようにしてもよい。
　また、ペアリングモードの滞在時間は、「カメラタッチ」している時間に応じて設定さ
れてもよい。上述したように、ＣＰＵ２０は、電子カメラ１の筐体に設けられた送受信用
電極２２ｂ～２２ｅおよび通信制御回路２２を介して両電子カメラ１が直接接触したか否
かを検出する。ＣＰＵ２０は、通信制御回路２２を通して両電子カメラ１間の直接接触時
間を計測し、計測時間に応じてペアリングモードの滞在時間を設定する。また、この場合
、ＣＰＵ２０は、ペアリングの終了をペアリングモード解除操作、および「カメラタッチ
」時間により決定されたペアリングモード滞在時間の経過時のいずれか早い方にペアリン
グを終了させるようにしてもよい。
　また、ペアリングモードの滞在時間は、「カメラタッチ」している時間に応じて設定さ
れてもよい。
【０１７３】
（変形例２０）
　無線通信は電波を送受信して行う他、赤外光を送受信して行うものでもよい。また、電
子カメラ１を例に説明したが、電子カメラ１は機種の異なるカメラでもよく、また、カメ
ラ付き携帯電話機、ビデオカメラ、ミュージックプレイヤ、などの電子機器に適用してよ
い。
【０１７４】
（変形例２１）
　以上の説明では、「親機」１台に対して「子機」が１台の例を説明したが、「親機」１
台と複数の「子機」とがペアリングを成立させてもよい。
【０１７５】
　以上の説明はあくまで一例であり、上記の実施形態の構成に何ら限定されるものではな
く、実施形態の構成と、１または複数の変形例とを適宜組み合わせて構わない。
【符号の説明】
【０１７６】
　１…電子カメラ
１１…撮影光学系
１２…撮像素子
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１４…画像処理回路
１７…ＬＣＤモニタ
１９…フラッシュメモリ
２０…ＣＰＵ
２１…メモリカードI/F
２２…通信制御回路
２２ｂ～２２ｅ…送受信用電極
２３…操作部材
２４…姿勢センサ
２５…音声処理回路
２９…電源回路
５１…記憶媒体
５２…電池
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